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最低賃金「854 円」周知活動を実施 
 

連合岩手花巻北上地域協議会（議長 髙橋信秋）は、10 月 14 日・17 日に最低賃金を周知する

街宣行動を実施しました。 

岩手県地域別最低賃金は今回の改正により、33 円引き上げられ

時給 854 円となり、10 月 20 日から改正・施行されることか

ら、この周知として当地協は 14 日（金）にイトーヨーカドー花

巻店、17 日（月）さくら野百貨店北上店において地協役員及び推

薦議員が周知活動を行いました。 

 

今回の引き上げ額は過去最大

の引き上げ額となりましたが、ロ

シアによる軍事侵攻以降、様々な物価が上がっており、生活して

ゆく上では十分な額とは言えない状況で有る事を訴え、推薦議員

からは、日本の最低賃金水準が先進国の中でも低いレベルに有る

事や中小企業の支援制度強化や人材確保、生活困窮の解消などを

図るための施策を連合と共に推進していく事の報告を頂きました。 

 

今回の改正周知と合わせて、我々の行っている労働相談には、人手不足による長時間労働や、「有

給休暇が無い」と言った相談が有ることを報告し、働いている職場で「変だな・おかしいな」と思

ったら「なんでも労働相談ダイヤル（0120－154－052）」への相談も紹介しました。 

 

ご協力頂いた議員及び役員 

 花巻地区 若柳 良明 市議、阿部 一男 市議、照井 省三 市議 

吉田 真彦 副議長（花巻市職労）   、佐藤  充 事務局次長（新興労組） 

藤村 利子 幹 事（高教組花巻支部）、小林 洋介 （和同労組） 

 

北上地区 高橋 孝二 市議、八重樫七郎 市議、平野 明紀 市議 

髙橋 信秋 議 長（東京製綱労組）、笹井 健児 副議長（北上市職労） 

    高橋 拓也 事務局次長（ケー・アイ・ケー労組） 


